


納入企業向案内状　裏面

●金融機関を通じて、でんさいネットの利用申込みをしていただく必要があります。（なお、複数の金融
機関で利用申込みを行うことも可能です。）

●お取引先企業と異なる金融機関をご選択いただいても、問題ありません。
●「でんさい」のお取扱い方法やご利用料は、金融機関によって異なります。詳しくは、金融機関に
お問い合わせください。

●受取、譲渡（分割譲渡）、割引等、債権者の立場でのみ「でんさい」を利用したい場合は、利用範囲 
を予め制限することもできます（債権者利用限定特約）。（注）

（注）債権者利用に限定した場合でも、「でんさい」を譲渡すると、その譲渡人は原則として保証債務を負います。これは、  
　 手形の遡求義務と同様、「でんさい」の流通性を確保するために設けられている措置です。

①「でんさい」の発生
　「でんさい」の発生（手形でいう振出）は、原則として、支払企業さまからの指示にもとづきでんさ
いネットが行い、でんさいネットの記録原簿に記録されます。支払企業さま、納入企業さまともに、
窓口金融機関を通じて、「でんさい」の内容を確認することができます。
②「でんさい」の譲渡
　納入企業さまは、窓口金融機関を通じて、受け取った「でんさい」をお取引先に譲渡したり、金融
機関に割引を依頼したりすることができます。また、手形と異なり、債権金額の一部を分割して、
譲渡したり、割引を依頼したりすることもできます。
③「でんさい」の支払
　支払期日になると、自動的に支払企業さまの口座から決済資金が引き落とされ、納入企業さまの口座
に入金されます。でんさいネットは、支払が完了した旨を「支払等記録」として記録します。
　※この「支払等記録」は自動的に記録されるので、支払企業さま、納入企業さまのお手続は不要です。

●「でんさい」の取引イメージ

●「でんさい」による決済にご変更いただくには・・・

③口座間送金
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